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令和 5年度 第 11回教育研究評議会議事要録
 

日 時  令和 6年 2月 8日（木）13:30～15:40 

場 所  Teams（オンライン）開催 

出席者  太田学長、久留主理事・副学長（総括理事・教育）、佐川理事・副学長（学術・企画・

評価）、井上理事（総務・財務）・事務局長、鳥羽田理事（社会連携・基金運営）、原

口人文社会科学部長、野崎教育学部長、乾工学部長、宮口農学部長、福與新教育組織

（学士課程）設置準備室長、羽渕図書館長、西川全学教育機構長、井上評議員、高橋評

議員、瀧澤評議員、上地評議員、下村評議員、田内評議員、鎌田評議員、大久保評議

員、井上評議員、金野副学長（研究・産学官連携）、増澤副学長（大学院改革・広域連

携） 

欠席者  菊池理事（ダイバーシティ・国際・SDGs）、岡田理学部長、横木評議員、安評議員 

監事監査規則第 9 条第 2 項に基づく出席者  人見監事 

議 題 

審議事項 

１ 令和 6年度からの大学運営組織の再構築について（案） 

２ 令和 6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制について 

３ 茨城大学学則及び茨城大学大学院学則の一部改正について 

４ 授業料徴収に係る関連規則の改正について 

５ 令和 6年 4月 1日以降の授業及び研究指導等の実施における感染症対応の取り扱いについて 

６ 各学部規程及び各研究科規程の一部改正について 

７ 学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程の一部改正について 

８ 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取

得する株式等の取扱いに関する規程の一部改正について 

９ 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部

改正について 

報告事項 

１ 教員の人事について 

２ 河合塾 Guideline2・3月号 

３ 茨城大学研究データポリシーの策定について 

４ 関東 3大学教育 FDについて 

５ 図書館主催ウェビナーのご案内 「オープンアクセスの基礎と実践 ～ScienceDirect 転換 

契約の導入～」 

６ 令和 5年度茨城大学学長学術表彰及び未来の科学者賞表彰式・受賞記念講演会の実施につい 

  て 

７ 『共和国の美術』吉田秀和賞受賞記念シンポジウムの開催について 

議 事 概 要 

Ⅰ 審議事項（〇：構成員 ●報告者、事務局等） 

１ 令和 6年度からの大学運営組織の再構築について（案） 

学長から、令和 6 年度からの大学運営組織の再構築について、資料 1 に基づき審議願いたい

旨の提案があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

２ 令和 6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制について 
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学長から、令和 6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制について、資料 2

に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総括理事・教育）から説明が

あり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

【主な意見等】※議題 1、2併せて 

〇副学長（大学院改革・広域連携）：大学院の動きは、今後どうなるか。特に、SSCとグロー

バルエンゲージメントセンターに関する分野の大学院の体制については、現在苦労している

ところである。大学としても、戦略の一つとして考えていただきたい。 

●学長：ケアできる仕組みを考えていきたい。 

〇工学部長：担任制度と SSCの連携については、どのようになるか。 

●全学教育機構長：今までと同じような流れになるが、修学支援員の教員に振り分け等して

いただく予定である。教員のサポートについては、4月に入ったら、案内したい。 

〇井上評議員：これまで、学内の様々なデータを集約及び提供するだけでなく、外部機関資

料も提示しながら相談役を担う教員がいたが、今後、そのような機能は、どこの部署で担っ

ていただけるのか。 

●全学教育機構長：教学マネジメント・IR室で引き受ける予定である。 

〇理事・副学長（学術・企画・評価）：組織・運営体制の図の中で「入学戦略会議」の表記が

あるが、残すのか。 

●理事・副学長（総括理事・教育）：4月以降に体制が動き始めてから、改善等含めて検討し

ていきたい。 

〇教育学部長：全学的な授業担当の調整は、どの機関で担当いただけるのか。 

●全学教育機構長：全学的な授業担当の調整については、全学学務委員会で、必要に応じて

ワーキングを開き対応することになっている。 

〇教育学部長：新体制については、全学 FD等で周知予定はあるのか。 

●学長：共通教育棟１号館の改修後の配置を含めて、新体制については、全学周知予定であ

る。教員向け、学生向けに説明が必要だと考えている。 

 

 ３ 茨城大学学則及び茨城大学大学院学則の一部改正について 

   学長から、茨城大学学則及び茨城大学大学院学則の一部改正について、資料 3に基づき審議願

いたい旨の提案があった。次いで、総務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承さ

れた。 

 

 ４ 授業料徴収に係る関連規則の改正について 

   学長から、授業料徴収に係る関連規則の改正について、資料 4に基づき審議願いたい旨の提案

があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

 ５ 令和 6年 4月 1日以降の授業及び研究指導等の実施における感染症対応の取り扱いについて 

   学長から、令和 6 年 4 月 1 日以降の授業及び研究指導等の実施における感染症対応の取り扱

いについて、資料 5に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総括理事

・教育）から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

   【主な意見等】 

   〇瀧澤評議員：学生が授業等を欠席した場合の対応について、「シラバス等に明示すること」

とあるが、どこまで詳細に記載するべきか。 

   ●理事・副学長（総括理事・教育）：全体的な枠組みとして、「シラバス等に明示すること」

と記載しているが、個別の記載方法については、ご相談いただきたい。 

 

 ６ 各学部規程及び各研究科規程の一部改正について 
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   学長から、各学部規程及び各研究科規程の一部改正について、資料 6に基づき審議願いたい旨

の提案があった。次いで、理事・副学長（総括理事・教育）から説明があり、審議の結果、提案

のとおり了承された。 

 

７ 学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程の一部改正について 

   学長から、学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程の一部改正について、資料 7に基づき

審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総括理事・教育）から説明があり、審

議の結果、提案のとおり了承された。 

 

８ 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取

得する株式等の取扱いに関する規程の一部改正について 

   学長から、国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価

として取得する株式等の取扱いに関する規程の一部改正について、資料 8 に基づき審議願いた

い旨の提案があった。次いで、副学長（研究･産学官連携）から説明があり、審議の結果、提案

のとおり了承された。 

 

９ 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部改

正について 

   学長から、「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」

等の一部改正について、資料 9 に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事(学術・

企画・評価)から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

 

Ⅱ 報告事項 

１ 教員の人事について 

令和 5年度全学教育機構兼務教員の変更について、資料 10の共有による報告があった。 

 

２ 河合塾 Guideline2・3月号 

学長から、河合塾 Guideline2・3月号について、資料 11に基づき報告があった。 

 

３ 茨城大学研究データポリシーの策定について 

副学長(情報・DX)から、茨城大学研究データポリシーの策定について、資料 12に基づき報告

があった。 

 

４ 関東 3大学教育 FD について 

副学長（大学院改革・広域連携）から、関東 3 大学教育 FD について、資料 13 に基づき報告

があった。 

 

 ５ 図書館主催ウェビナーのご案内 「オープンアクセスの基礎と実践 ～ScienceDirect 転換契

約の導入～」 

   図書館長より、図書館主催ウェビナーのご案内 「オープンアクセスの基礎と実践 ～

ScienceDirect 転換契約の導入～」について、資料 14に基づき報告があった。 

 

 ６ 令和 5 年度茨城大学学長学術表彰及び未来の科学者賞表彰式・受賞記念講演会の実施につい

て 

   副学長(研究・産学官連携）より、令和５年度茨城大学学長学術表彰及び未来の科学者賞表彰

式・受賞記念講演会の実施について、資料 15に基づき報告があった。 

 

 ７ 『共和国の美術』吉田秀和賞受賞記念シンポジウムの開催について 
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   五浦美術文化研究所長より、『共和国の美術』吉田秀和賞受賞記念シンポジウムの開催につい

て、資料 16に基づき報告があった。 

 

 

Ⅲ 監事からの意見  

・大学運営組織の再構築について、学生意見を集約するシステムの整備など含め、学修者本位

の組織となるよう再構築を進めていただきたい。また、再構築に当たっては、事務職員の業務

内容や事務負担についても十分に考慮し、大学組織全体として適切な人員配置となるようお願

いしたい。 

 

 

Ⅳ その他 

  ・副学長（研究・産学官連携）から、2月 22日開催予定の国際シンポジウムについて案内があっ

た。 

 

・会議資料の公開について 

全て公開 

 

  ・次回 教育研究評議会開催 

3月 14 日（木） 13時 30分から 


